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新潟市立豊栄図書館他１室窓口等業務委託企画提案（プロポーザル）公募要項 

 

１ 趣旨 

現在、市政に対する市民要望は多様化しており、迅速で良質なサービスの提供が求め

られている。また、行政においては、民間事業者の専門知識やノウハウを活用した効率

的な業務の導入が進められている。こうした背景をふまえ、新潟市立豊栄図書館他１室

では窓口業務及び資料管理業務等を民間委託で運営することとした。 

委託事業者については、図書館の持つ役割や機能、本施設の新潟市における位置づけ

や運営方針を理解したうえで的確かつ円滑な業務運営を行うことのできる事業者を総合

的に比較検討し、最も的確と判断される事業者を選定する必要があることから、公募型

プロポーザル方式で行うものである。 

 

２ 事業の名称 

新潟市立豊栄図書館他１室窓口等業務 

 

３ 事業の実施場所 

新潟市北区東栄町１丁目１番３５号 新潟市立豊栄図書館 

新潟市東区下木戸 1丁目 4番 1号 東区プラザ図書室 

 

４ 委託契約期間 

令和６（２０２４）年７月１日から令和８（２０２６）年７月３１日までの２年１か月 

なお、この委託契約は地方自治法施行令第１６７条の１７に該当する長期継続契約とす

る。このため、契約を締結した年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の削

減又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することがある。 

 

５ 選定方法 

公募型プロポーザル方式 

 

６ 受託者の選定 

受託者の選定は提出された書類をもとに、新潟市立豊栄図書館他１室窓口等業務委託

事業者選定評価委員会（以下、選定委員会という）が、選定基準に基づいて評価し、委

託契約の第 1位交渉権を与える者を選定する。 

 

７ 委託内容 

別添資料１「新潟市立豊栄図書館他１室窓口等業務委託仕様書」による。 

 

８ 参加資格・制限 

企画提案者は、以下の要件の全てを満たすこと。 

（１）図書館業務に精通し、本委託業務を継続的・安定的に遂行できる能力を有すると認
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められること。 

（２）次の事項のいずれにも該当していないこと。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当するもの 

イ 市から指名停止処分を受けているもの 

ウ 本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有しないもの 

エ 市区町村民税、県税及び国税を滞納しているもの 

オ 会社更生法または民事再生法の適用を申請しているもの 

（３）参加申請書提出時に市入札参加資格者名簿（業務委託）に登録されていること。 

（４）暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成 24 年新潟市条例第 61 号）第 2 条第 2 号に規

定する暴力団をいう）、又は暴力団員（同条第 3 号に規定する暴力団員をいう）が経

営、運営に関係している民間企業等ではないこと。 

 

９ 委託料 

委託料の上限は、９０，９９８千円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

なお、本契約は、「複数年にわたる委託契約におけるスライド条項（賃金水準の変動を

反映した契約金額の変更）を適用する契約である。別添資料２「契約金額の注意事項」を

参照。 

 

10 経費の負担区分 

（１）新潟市が負担する経費 

本件業務遂行に必要とする光熱水費、機器類（机、椅子、ロッカー等）、消耗品等

は新潟市が負担する。なお、受託者は常にその節減に努めなければならない。 

（２）受託者が負担する経費 

ア 業務従事者の統一した服装等にかかる経費 

イ 業務従事者からの連絡に即時対応できるツール（携帯電話等）にかかる経費 

ウ 自らの事務に必要な経費（パソコン、消耗品費、通信費等） 

エ 研修等に伴う経費（交通費等） 

 

11 申請手続等 

（１）公募要項等の配布 

ア 配布場所 〒９５０－００８４ 新潟市中央区明石２丁目１番１０号 

新潟市立中央図書館  

電話 ０２５（２４６）７７００ 

※ 新潟市ホームページからも取得可能。 

イ 配布期間 令和６年４月１１日（木曜）から開始 

ウ 配布時間 午前１０時から午後５時まで 

 

（２）参加申請書の提出 

ア 提出書類 
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（ア）別添資料３「参加申請書」 

（イ）事業者概要が分かる資料 

会社名、所在地、経歴、従業員数等の表記があれば、形式を問いません。パン

フレット等でも可。 

（ウ）履歴事項全部証明書 

• 申請最終日から起算して３か月前以降に証明されたもの。 

• 複写可。 

（エ）新潟市の納税証明書（新潟市に納税義務がある者） 

• 「市税に未納はありません」と記載されているもの。 

• 申請最終日から起算して 1か月前以降に証明されたもの。 

• 納税証明書に入札用がある場合は、入札用を提出すること。 

• 複写可。 

（オ）税務署の納税証明書その３の３（「法人税と消費税及び地方消費税」に未納の

税額がないことの証明） 

• 直近１年分、申請最終日から起算して３か月前以降に証明されたもの。 

• 複写可。 

イ 提出期間 令和６年４月２５日（木曜）から令和６年５月９日（木曜） 

ウ 提出場所 新潟市立中央図書館 

エ 提出部数 １部 

オ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る）で提出。電送は認めない。 

持参の場合は、期間中の各日午前１０時から午後５時まで。 

郵送の場合は、令和６年５月９日（木曜）必着。 

 

（３）辞退届の提出 

参加申請書の提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届」（様式任意）を提出すること。 

ア 提出期限 令和６年５月９日（木曜） 

イ 提出場所 新潟市立中央図書館 

ウ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る）で提出。電送は認めない。 

持参の場合は、期間中の各日午前１０時から午後５時まで。 

郵送の場合は、令和６年５月９日（木曜）必着。 

 

（４）質問書の提出 

質問は別添資料４「質問書」を提出すること。口頭による質問は受け付けない。 

ア 提出期間 令和６年４月２５日（木曜）から令和６年５月９日（木曜） 

イ 提出場所 新潟市立中央図書館 

ウ 提出方法 電子メールで令和６年５月９日（木曜）までに提出すること。 

 

（５）質問の回答 

質問に対する回答は、令和６年５月１６日（木曜）までに新潟市ホームページに掲
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載する。なお、質問の回答は本要項の追加または修正とみなす。 

 

（６）現地見学会 

現地見学を希望する場合は、令和６年４月２５日（木曜）までに新潟市立中央図書

館へ申し出ること（電話０２５－２４６－７７００）。見学日時等は両者相談のうえ

決定する。 

ア 案内期日 令和６年５月２日（木曜） 

イ 案内時間 午前１０時～午後３時のうち、１館（室）１時間程度 

 

12 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 別添資料５「企画提案にかかる様式集」による。 

（２）提出期間 令和６年５月２２日（水曜）から令和６年５月２９日（水曜）まで 

（３）提出場所 新潟市立中央図書館 

（４）提出部数 ８部 正１部 副７部（副は複写可） 

（５）提出方法 提出する企画提案は１案とし、持参又は郵送（書留郵便に限

る）。電送は認めない。また、要求した内容以外の書類等は受

理しない。 

持参の場合は、期間中の各日午前１０時から午後５時まで。 

郵送の場合は令和６年５月２９日（水曜）必着。 

（６）追加及び変更 提出後の追加及び変更は認めない。 

 

13 選定評価基準 

別添資料６「新潟市立豊栄図書館他１室窓口等業務委託選定評価基準」のとおり。 

 

14 提案に要する費用、条件等 

（１）提出書類の作成に要する費用は応募者の負担とする。 

（２）採用された企画提案書は「新潟市情報公開条例（昭和６１年新潟市条例第４３号）」

に基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて情

報公開の対象となる。 

（３）全ての提出された書類は返却しない。 

（４）提出された書類は、審査・事業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない。 

（５）期限後の提出、期限後の差し替え等は認めない。 

（６）提出された書類に虚偽の申請があった場合には当該提案書を無効とする。 

（７）申請後に「新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領」に基づく指名停止措

置を受けた場合については当該企画提案を無効とする。 

（８）業務内容に変更が生じた場合は、協議のうえ定める。 

（９）参加申請書を提出した後に申請を取りやめる場合は、辞退届を提出すること。ただ

し、辞退者については、その後の不利益な取り扱いは行わない。 
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15 企画提案説明聴取及び質疑の実施 

選定委員会による企画提案書等提出書類の審査により、企画提案の説明聴取及び質疑

を実施する。 

（１）日時  令和６年６月５日（水曜） 午後２時から 

（２）場所  新潟市立中央図書館 ３階 多目的ホール 

（３）提案時間  説明２０分、質疑５分 

（４）説明者  応募事業者の代表者もしくはその代理人３名以内 

（５）注意事項 
ア 入室や準備、後片付けは（３）の提案時間に含めない。 

イ 企画提案の説明終了の目安として、終了３分前と終了時にベルで合図をする。 

ウ 選定委員の質問に回答している最中に制限時間になった場合は、その時点で打

ち切ることとする。 

エ 企画提案書に記載した以外の新たな提案は行えない。 

オ 追加資料等の配付は認めない。 

カ 会場には、市側がプロジェクターとスクリーンを用意することができる。必要

であれば、前日までに担当者に連絡すること。それ以外の機器類は応募事業者

側で用意する。なお、使用可能なインターネット回線はない。 

• 企画提案の説明用に投映する画面は、企画提案書に記載した内容と同一のも

のとする。 

• 選定委員の質問に回答するために投映する画面は任意とする。 

 

16 結果の公表 

選定結果については、６月中旬までにすべての提案者に対し電子メールにより通知す

るほか、新潟市ホームページにも掲載。 

 

17 契約手続 

（１）選定委員会で特定された最も優れた企画提案の事業者に対し、新潟市立豊栄図書館

他１室窓口等業務委託に係る契約の第１位交渉権が与えられる。 

（２）市長は、第１位交渉権を与えられた者と窓口等業務委託の契約締結交渉を行う。 

（３）第１位交渉権を与えられた者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、

もしくは第１位交渉権を与えられた者の本企画提案における失格事項または不正と

認められる行為が判明した場合は、順次、次位以降の者を繰り上げ、その者と協議

する。 

（４）交渉権を与えられた者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合には、交渉権を

取り消す。 

（５）契約手続きは、「新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）」の規定に定め

るところによる。 

（６）市は、契約締結後においても受託者が本企画提案における失格事項または不正と認

められる行為が判明した場合は、契約の解除ができるものとする。 
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（７）この契約は「新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第３４条第６号」

により契約保証金は免除する。 

 

18 失格事項 

次の各号に該当する場合は、棄権もしくは失格とみなす。 

（１）「８ 参加資格」に示す企画提案者の資格要件を満たない者。 

（２）各書類の提出期限までに提出しなかった者。提出書類に漏れのあった者。 

（３）選定委員会において選定が終了するまでの間に、選定委員に不当な接触を行った者。 

（４）市が提示した委託料を超える見積りを提出した者。 

（５）提出書類に虚偽の内容を記載した者。 

（６）選定委員会における評価が一定の点数に満たない者。 

 

19 参考資料 

（１）別添資料７  「新潟市立豊栄図書館運営概要」「東区プラザ図書室運営概要」 

（２）別添資料８  「令和５年度図書館要覧（令和４年度実績）」 

新潟市の図書館ホームページからダウンロード可能 

https://www.niigatacitylib.jp/?page_id=24   

 

20 提出・問い合わせ先 

新潟市立中央図書館 サービス３グループ 

   〒９５０－００８４ 新潟市中央区明石２丁目１番１０号 

   電話：０２５－２４６－７７００ 

   電子メール：chuo.cl@city.niigata.lg.jp 

   ホームページアドレス：https://www.niigatacitylib.jp 


